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重点要望事項 
 

１．外航船舶の特別償却制度の延長等 

本制度（外航環境負荷低減船 日本船舶18／100、外国船舶 16／100）は平成 31年

3月末をもって期限が到来する。 

本制度は、船主（オーナー）が国際競争力のある船舶を新たに建造し、日本商船隊に

適時適切に船舶を供給できる体制を整備するのに必要不可欠であり、現行制度を延長

すべきである。併せて先進船舶の導入促進に向けた所要の措置を講じるべきである。 

 

２．国際船舶に係る固定資産税の特例措置の延長  

本制度（国際船舶：課税標準 1／18）は平成 30 年 3 月末をもって期限が到来

する。 

船舶等の償却資産に対する課税は、国際的には異例の税制であり、先進主要国

のほとんどは課税しておらず、厳しい国際競争に晒されている外航海運において

は、日本籍船の国際競争の阻害要因となっている。また、償却資産に係る課税は

海運業や特定の設備産業に偏重し、課税の中立性にも問題があることから、本来

ならば抜本的な見直しを行うべきであるが、最低限の要望として現行制度の延長

を求める。 
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海運関係事項 
 

１．中小企業投資促進税制の延長 

本制度（30／100の特別償却または 7／100の税額控除）は、平成 31年 3月末

をもって期限が到来するが、中小船主の内航貨物船の代替建造を促進する観点か

ら、本制度を延長すべきである。 

 

２．とん税、特別とん税の廃止または軽減 

外航船舶はとん税、特別とん税の他、船舶固定資産税、入港料等を重複して負

担している。入港による応益負担は当然のことであるが、これらの公租公課は諸

外国に類例のない重複賦課である。港湾の国際競争力強化および物流コストの軽

減の観点から、本税の廃止または軽減を求める。 

 

３．内航船の燃料油に係る石油石炭税の特例措置の創設 

内航海運業は国内太宗貨物（主要産業基礎資材）の 8 割以上のシェア（トンキ

ロベース）を占めるなど、産業活動の円滑化だけでなく国民生活の安定に大きく

寄与している。さらに、わが国は京都議定書で約された温室効果ガスの一つであ

る CO2 の削減など環境負荷低減の見地から現在、国を挙げてモーダルシフトを

促進している。これらを円滑に進めるためには、内航燃料油について、石油石炭

税の実質非課税措置（還付制度）の導入が是非とも必要である。 

 

４．船員の支払給与に係る法人事業税の課税標準の特例措置の創設 

外形標準課税に係る付加価値割の課税標準の算定に当たり、船舶の乗組員に対

して支出される報酬給与額を算定方法から控除するよう求める。 
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国際課税 
 

１．外国子会社合算税制 

（１）留保所得のある子会社のみならず欠損金のある子会社も合算の対象とすること 
 

現在の外国子会社合算税制は欠損金の合算が認められず、留保所得のある

子会社のみ日本において課税するという著しく公正さを欠いた制度となっ

ている。実質上親会社と一体である外国関係会社については、欠損金のある

子会社も合算の対象とすべきである。 
 

（２）欠損金繰越期限（7年間）の撤廃 
 

現在の制度では過去 7 年間の欠損金に限り、当期の所得計算上当該欠損金

を損金算入できるが、長期欠損法人の税制上の救済措置として繰越期間を撤

廃すべきである。 
 

（３）対象となる外国関係会社の適用免除基準の引下げ 
 

平成 29 年度税制改正において、対象外国関係会社の制度適用免除基準（税

率 20％以上）が設定されたが、諸外国の法人実効税率の動向を踏まえ、15％

以上に引き下げることが必要である。また、特定外国関係会社の適用免除基

準についても、適宜見直しを行うべきである。 
 

（４）経済活動基準の事業基準における非適用事業から「船舶の貸付」を外すこと 
 

平成 29 年度税制改正において一部見直しが行われたが、たとえ実体のあ

る会社でも、「船舶の貸付」を主たる事業とするものであれば、依然として

軽課税国に存在するだけで対象外国関係会社と見なされてしまう。実体のあ

る海外子会社であれば、会社単位の合算課税からは対象外とすべきである。 
 

（５）外国関係会社である孫会社からの配当の二重課税を控除すること 
 

平成 22 年度税制改正により過去 2 年までの間接特定課税金額は二重課税

排除措置が講じられたが、保有形態が直接／間接に拘わらず外国関係会社と

して課税される仕組みは同じでありながら、配当については措置が異なるの

は不合理である。保有形態が直接／間接にかかわらず二重課税が起こらない

仕組みとするべきである。 

 

（６）部分課税対象金額の益金算入における二重合算の排除 
 

部分対象外国関係会社が一定の受動的所得を有する場合、平成 29 年度税
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制改正により、持株割合が 25％未満の子会社等から受け取る配当は部分課

税対象金額として合算課税の対象となるが、当該子会社等が合算対象の外国

関係会社である場合には、その配当が益金算入の対象となるために二重課税

が発生する。外国子会社合算税制の趣旨からみても二重課税は排除すべきで

あり、部分対象外国関係会社が他の対象外国関係会社から配当を受ける額は、

部分合算課税の対象から除外すべきである。 

 

（７）部分合算課税の対象としている保有割合基準は、保有する部分対象外国関

係会社ではなく、内国法人の直接・間接保有割合とすること 
 

合算所得から控除される株式保有割合 25％以上の子会社等からの配当の

判定にあたっては、株式を保有する部分対象外国関係会社の単位ではなく、

内国法人の保有割合で判定すべきである。 

 

２．移転価格税制 

（１）移転価格税制上定義されている国外関連者から、外国子会社合算税制が適

用される外国関係会社を除外すること 
 

移転価格税制上、国内の法人と国外関連者（法人）間との取引価格を通常

価格に引き直すため、第三者取引価格の算出が必要とされるが、合算対象と

なる外国関係会社については、所得の移転とはならず、課税上の弊害はない。

従って、移転価格税制上定義されている国外関連者の対象範囲から、外国子

会社合算税制が適用される外国関係会社を除外すべきである。 
 

（２）移転価格税制上定義されている国外関連者の条件にある出資割合を 50％

以上ではなく 50％超とすること 
 

現在は 50％以上という条件だが、出資割合が 50％ずつの場合は支配権が

あるわけではないため、国外関連者には含めるべきではない。 

 

（３）租税条約締結国との移転価格課税の場合、更正前には必ず相互協議を経る

制度とすること 
 

現在の制度では一時的にせよ二重課税を強いる制度であるため、租税条約

締結国との移転価格課税の場合、相互協議を経た上でないと、更正できない

制度にすべきである。 

 

 



5 

 

３．外国子会社配当益金不算入制度 

（１）外国子会社配当益金不算入制度の対象となる持分保有要件を 25％以上か

ら 15％以上に引き下げること 
 

海外投資については企業の国際的競争力の向上の観点からも重要となっ

ているが、一案件毎の投資金額も大きく 25％以上の持分を取得することは

困難な面も多い。従い、二重課税の排除という制度本来の趣旨に照らし持分

保有要件を引き下げるべきである。 
 

（２）内国法人が外国関係会社から受ける配当は、特定課税対象金額の制限期間

に関わらず、益金不算入とすること 
 

現在の制度では、配当支払いの 10 事業年度前までに発生した特定課税対

象金額しか益金不算入が認められないが、その制限を撤廃すべきである。 

 

４．外国税額控除制度 

（１）一括限度方式の堅持 
 

国際的二重課税の排除方式の一つとして外国税額控除を採用しているわ

が国においては、企業のグローバル化・複雑化に対処するため、また課税ベ

ース、課税及び控除のタイミングを判断する際に、各国の制度の相違が存在

する以上、それらのミスマッチを緩和するためには、一括限度方式の維持が

不可欠である。 

 

（２）控除限度超過額の損金算入制度の創設 

① 控除限度超過となった外国法人税は繰越か損金算入の選択を認めること 

② 繰越期間内に控除できず、控除不能が確定した繰越外国法人税は損金算

入を認めること 
 

現在の制度では、外国にて支払った税額の控除限度超過額が恒常的に発生

しているが、控除限度額を超過のために控除できない外国税額は損金にも算

入できないため、海運会社の海外展開に関わるコストの増加、国際競争力の

低下を招いている。国際的二重課税の排除の観点から、上記の損金算入制度

が必要である。 
 

（３）控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間の廃止 
 

外航海運業では多額の外国税を恒常的に納めており、所得の発生時期と租

税の納付時期の差等により、控除されるべきわが国法人税と対応関係にない

ことから 3 年間の期限では控除しきれない場合が多い。国際的二重課税の排
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除の観点から、控除限度超過額および控除余裕額の繰越期間制限の撤廃が必

要である。 
 

（４）地方税から控除未済となった金額の還付制度の創設 

① 地方税から控除未済となった金額は、法人税と同様に還付すること 

② 還付が認められない場合は、少なくとも損金算入を容認すること 
 

控除対象外国法人税額が多いため、地方税の過年度の控除余裕額を利用す

る場合に、当期の地方税の法人税割の金額を超えることがあるが、現在の制

度では、当該控除未済の金額が還付されず、将来 3 年間控除未済額として繰

越される。地方税においても、国税と同様控除未済となった金額については

還付制度の導入が是非とも必要である。 
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企業税制 
 

１．法人実効税率の更なる引き下げ 

平成 28 年度改正において法人実効税率は、平成 30 年度までに 29.74%まで段

階的に引き下げられることとなった。しかしながら、わが国の法人実効税率は依

然として OECD 諸国や近隣アジア諸国の平均に比べて依然として高い水準であ

り、企業の競争力を削ぐ要因となっているため、国際的な整合性がとれる水準ま

でさらに引き下げていくことが必要である。 

一方、法人実効税率引き下げに関連し、代替財源の一部として、租税特別措置

の見直しが引き続き取り沙汰されているが、わが国の将来を支えるために必要な

もの、国際競争条件の均衡化を実現させるために不可欠なものは、維持・拡充す

べきである。 

 

２．連結納税制度等の改善 

（１）連結納税子会社の連結納税適用開始前・加入前に子会社で発生した欠損

金の持込制限の廃止 
 

平成 22 年度税制改正において、連結納税適用以前の子会社欠損金は当該法

人の所得を限度(特定連結欠損金)として繰越控除が一部可能となったが、その

効果は少ない。さらに個別／連結欠損金の二重管理、控除限度額計算などの複

雑化により事務負担が増加するなどの問題もあるため、連結納税子会社の連結

納税適用開始前・加入前に子会社で発生した欠損金の持込制限を廃止すべきで

ある。 

 

（２）連結対象に外国関係会社（100％）も認めること 
 

100％支配の合算課税の対象となった外国関係会社については、外国法人と

はいえ親会社と経済的一体が認められるので、課税対象となる連結グループ全

体の所得に加えられるべきものであり、連結納税の範囲を拡張することにより、

内国法人の企業活動の活性化に資することができる。 

 

３．欠損金の繰越期間の無期限化 

平成 28 年度改正において、平成 27 年度の改正を見直し、平成 30 年度以後に

開始する事業年度において生じた欠損金の繰越期間について 9 年から 10 年に延

長された。しかしながら、諸外国では無期限の国も多いため、長期欠損法人の税

制上の救済措置として繰越期間の撤廃が必要である。 
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４．欠損金の繰戻還付不適用措置の廃止 

法人税法では前事業年度の利益に対して当期の欠損金の繰り戻しを行い、還付

を受けることが認められているが、租特法により平成 4 年以降不適用措置が継

続されている。欠損法人の救済措置として不適用措置の廃止が必要である。 

 

５．受取配当の益金不算入割合の引上げ 

受取配当金への課税は、法人段階で課税済みの所得の分配に対する課税である。

二重課税排除の観点から、法人の受取配当金における益金不算入割合を引き上げ

るとともに、負債利子控除を廃止すべきである。 

（平成 27 年度税制改正において、持株比率 5％以下は 20％、5％超 1/3 以下

は 50％、1/3 超は 100％と益金不算入の割合が改正された。） 

 

６．税務上の取扱いに係る申告前の事前確認制度の導入 

納税者の権利保護の明確化に資するため、事前確認制度を導入すべきである。 

 

 

以 上 


